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【届出事務の流れ】

建築物又は公共交通機関の施設の新築等に係る
届出事務の流れ

特定施設の新築等に際しては、工事着工の３０日前までに、その内容を知事に届け出ることが必
要であり、そのうち建築物又は公共交通機関の施設の新築等に係る届出手続きは、次のようになっ
ています。

1

道路、公園及び建築物以外の路外駐車場の新設や改築に際しても、工事着工の３０日前までに、
知事にその内容を届け出ることが必要であり、窓口は次のとおりです。なお、国等については、
届出に代えて、通知を行うことになっています。

2

新築等の計画 届　出 工事着工 工事完了届出

●施設の新築等を
するときは、整
備基準に適合す
るよう計画を立
てましょう。

●新築等の内容を
工事着工の30日
前までに届出て
ください。

●届出は、新築等
をしようとする
施設の所在地の
市町にしてくだ
さい。

●届出書類は、２
部（正本・副本）
必要です。

●工事が完了した
ときは、速やか
に、届け出てく
ださい。

●届出は、施設が
高松市に所在す
る場合は、高松
市に、それ以外
の場合は、香川
県建築指導課に
行ってください。

建築物以外の路外駐車場道路、公園

●窓　口●
香川県健康福祉部健康福祉総務課

☎ 0 8 7 － 8 3 2 － 3 2 5 9
（ダイヤルイン）

●窓　口●
高松市、丸亀市、善通寺市、
観音寺市、土庄町、多度津町

●窓　口●
香川県健康福祉部健康福祉総務課

（路外駐車場の所在地が上記の市町以外のもの）




